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令和６年４月教育委員会定例会会議録 

 

１．開催日時 令和６年４月２４日（水）１４時００分～１５時４０分（途中休憩１０分） 

２．開催場所 松浦市役所４階 第４委員会室 

３．出席委員 黒川教育長、石黒委員、前田委員、吉住委員、氏山委員 

４．出席職員 次長兼教育総務課長、次長兼学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、 

教育総務課長補佐 

５．付議事件 

（１）議案第  ７ 号 松浦市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

（２）議案第  ８ 号 松浦市文化財保護審議会委員の委嘱について 

（３）報    告 松浦市立学校歯科医の委嘱について 

（４）報    告 省令主任の任命に関する発令について 

（５）報    告 松浦市スポーツ推進委員の委嘱について 

（６）報    告 松浦市少年補導委員の登録について 

（７）報              告 松浦市海底遺跡調査指導委員会委員の委嘱について 

（８）報              告 専決処分の承認について 

（９）そ の 他  

（10）報    告 松浦市社会教育委員の任命について 

（11）報    告 松浦市いじめ問題対策委員会委員の任命について 

（12）協    議 「表現者の祭典かっちぇる祭 2024」の後援について 

（13）協    議 「パパ・ママが学ぶ「お金の小学校」」の後援について 

（14）報    告 専決処分の承認について 

（15）報    告 専決処分の承認について 

（16）報    告 専決処分の承認について 

（17）報    告 専決処分の承認について 

 

６．傍 聴 人 無  

７．審議経過以下のとおり（要点記録による） 
 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度からスタートして約３週間が経過しました。朝７時半頃、登校見

守りと交通安全あいさつ運動を兼ねて、志佐のまちを回っているのですけれど、

お寺の掲示板にこういった言葉が書いてありました。「光ってる 萌える若葉

と 一年生」。小学校に限らず、中学校、高等学校にも一年生がいます。目標

をもって進んでいってほしいと思ったところです。「なぎなたのまち 松浦」

にとって、大変嬉しいことがありました。松浦高校舟越校長から聞いたところ

によると、なぎなた部に新入部員が１０人を超えるぐらいいるということです。

松浦市教育委員会事務局の４課、２分室も新しい年度が始まり、新規職員も異

動してきた職員も順調なスタートを切ったように思います。教育委員の皆さま、

今年度もよろしくお願いいたします。それでは、ただいまから令和６年４月松

浦市教育委員会定例会を開会いたします。委員の皆さま出席されておりますの

で、本会議は成立いたしております。本日の付議案件は、先にお知らせしてお

りました、議案２件、報告６件に加え、本日配布いたしました協議２件、報告

８件についてもご審議をお願いしたいと思います。それでは早速議事を進めて

まいります。日程第１「会期の決定」については、本日１日間とすることでよ

ろしいでしょうか。 

【全委員、異議無し】 
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教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

日程第２「会議録署名人の指名」は、１番石黒委員、３番吉住委員にお願い

します。 

【了承】 

日程第３「教育長・各課の報告」に移ります。 

私から報告をさせていただきます。４月１日に教職員の市町間異動教職員辞

令交付式、服務宣誓式を行いました。石黒委員、前田委員、氏山委員、ご出席

いただきまして本当にありがとうございました。１４日には市スポーツ推進委

員協議会委嘱状交付及び第１回協議会が開催され、吉住委員にご出席いただき

ありがとうございました。１８日から１９日にかけて、第１回長崎県都市教育

長協議会が長崎市で開催されました。令和６年度の各市の予算状況や、主な取

組について、それぞれの市から発表があったところです。松浦市としましては、

鷹島給食調理場改築、小中学校防犯カメラ整備事業、給食費の負担軽減、鷹島

海底遺跡及び鷹島神崎遺跡関連事業、そういったところを本市の取組みとして

お話をしたところです。２２日から２３日にかけて、元寇所縁のネットワーク

発足式及びエクスカーションが開かれました。このあと、文化財課長からも報

告があると思いますが、２５自治体の熱い思いにふれることができました。次

回は松浦市での開催となりました。今日の午前中には、市町村教育委員会連絡

協議会理事会に石黒委員と出席してまいりました。５月２８日の総会、研修会

に向けての資料の確認などがありました。後ほど、分科会についても相談させ

ていただきたいと思います。私からは以上です。 

（以下、各課の報告） 

３月定例会以降の主な行事・会議について、教育総務課分は次のとおり。 

４／１   新規職員、会計年度任用職員辞令交付式 

４／１   市長訓示 

４／１２   校長研修会（奨学金選考委員委嘱交付・説明） 

４／１８  令和６年度第１回長崎県都市教育長協議会（長崎市）～１９日 

４／２１  松浦市幼少年女性防火委員会（消防本部） 

 ４／２３  松浦市重点対策加速化事業推進本部会議 

 ４／２４  市町村教育委員会連絡協議会理事会（佐世保市） 

（今後の予定） 

 ５／８   九州都市教育長協議会理事会（長崎市） 

 ５／９   全国都市教育長協議会理事会（長崎市）～１０日 

 ５／２８  県市町村教育委員会合同研修会（佐世保市） 

 ３月定例会以降の主な行事・会議について、学校教育課分は次のとおり。 

４／１    市町間異動教職員辞令交付式、服務宣誓式 

 ４／８    市内小中学校第１学期始業式 

 ４／９    市内中学校入学式 

 ４／１０   市内小学校入学式 

 ４／１０  新規採用服務宣誓式及び面接指導 

 ４／１７  第１回松浦市特別支援教育コーディネーター連絡協議会 

 ４／１８  全国学力･学習状況調査(小 6 国･算､中 3 国･数) 

 ４／18・19 県学力調査(小 5 国･算､小 6 理､中 2 国･数､中 3 英)  

（今後の予定） 

４／３０  第１回県北地区教科書採択協議会 

５／１２   鷹島保･小･中学校合同運動会、上志佐小運動会 

５／１９  市内小学校運動会（除:青島小､上志小､鷹島小） 

 ５／２６  市中総体球技・武道大会 

３月定例会以降の主な行事・会議について、生涯学習課分は次のとおり。 

４／９   市スポーツ推進委員協議会会議 

４／１１  松浦高校なぎなた部上位入賞報告（市長表敬） 

 ４／１２  市内校長研修会 
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文化財課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

氏山委員 

 

 

文化財課長 

 

 

 

 

前田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

前田委員 

 

 

４／１２  Ｖ・ファーレン長崎 市長表敬訪問 

４／１３  第８回つばき杯争奪少年野球大会視察 

４／１３  なぎなた強化練習会視察（嬉野市） 

４／１４  市長旗小学生バレーボール大会 

４／１４  市スポーツ推進委員協議会委嘱状交付・第 1 回協議会 

４／１８  松浦文化協会総会 

４／１９  少年センター補導委員連絡協議会総会 

４／２０  市スポーツ協会理事会・総会 

４／２４  国際親善協会総会 

（今後の予定） 

４／２７  松浦市文化協会総会 

４／３０  市立公民館担当者会 

 ５／９   県市町社会教育主管課長及び担当者会議（～10 日・長崎市） 

 ５／１８  松浦市スポーツ少年団軟式野球大会 

 ５／２３  長崎県公民館連絡協議会 

 ５／２８  国民文化祭・芸術文化祭 第 3 回県実行委員会 

 ３月定例会以降の主な行事・会議について、文化財課分は次のとおり。 

４／９   県知事要望に係るヒアリング 

４／２２  元寇所縁のネットワーク 発足式（福岡市） 

４／２３  元寇所縁のネットワーク エクスカーション（福岡市） 

（今後の予定） 

５／１７  松浦市・県北振興局幹部職員による意見交換会 

ただ今、教育長及び各課の報告がありましたが、委員皆様からご質問等あり

ませんでしょうか。 

文化財課、４月１９日にナガセヴィータとの協議とありますが、ナガセヴィ

ータとは会社の名前でしょうか。どのような協議をされたか簡単に内容をお願

いします。 

社名が４月１日に変わりまして、旧名が株式会社林原、トレハロースを作っ

ている会社です。文化財課が埋文センターで行っております保存処理、木材の

強化処理を行う時にトレハロースを使っているという関係から林原、現在のナ

ガセヴィータと協議を行っておりまして、お互いに連携をとれないかという調

整を行っている状況でございます。 

入学式の件です。中学校、新しい制服を着ている子どもたちを見て新鮮だな

と思いましたし、変更された制服とか従来の詰襟を着ている子どもたちもおり

ました。違和感はなかったなと感じております。小学校の入学式もですけれど、

可愛らしくて、きちんとしていて、素晴らしかったなと思っていて見させてい

ただきました。次に生涯学習課にですけれど、４月１３日のつばき杯争奪少年

野球大会、本当に盛り上がっておりました。私も近くを歩きながら少し見てい

たのですけれど、非常に盛り上がっていて、福島の受付の方達もニコニコされ

ていて、良かったなと思って見させていただきました。この定例会で後援の協

議案件が出されたときに、福島でこんなに盛大にと思っていましたが、２８チ

ーム参加ということで、ありがたかったなと思って見させていただきました。

それから最後は質問ですけれど、４月１８日に松浦文化協会総会、２７日に松

浦市文化協会総会とあるのですが、これは同じ団体ではないのですね。 

まず、松浦市文化協会ですが、これは松浦エリア、福島エリアにそれぞれ文

化協会がありますので、「松浦市の」文化協会ということになります。その松

浦エリアの文化協会が松浦文化協会となります。 

他にありませんでしょうか。 

文化財課の元寇縁のネットワーク発足式、新聞に掲載されておりましたので

見させていただきました。友田市長さんの言葉とか、九州大学佐伯弘次名誉教

授の記念講演とか、漫画をまた作ろうかとか、どんどん繋がって広がっている
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文化財課長 

 

 

 

 

教育長 

吉住委員 

 

 

文化財課長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

文化財課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

な、動かれているなというのを感じております。以上です。 

今年が１２７４年の文永の役から７５０年という節目の年になるものですか

ら、こういった連携を取りながら活発に活動していきたいと思います。他にも

７５０年ということで色々な博物館、資料館でも企画展等を催す計画がありま

して、遺物等も貸し出してほしいというような依頼もいくつか来ておりますの

で、積極的に行っていきたいと思っております。 

他にありませんか。 

文化財課、５月５日に市無形民俗文化財のせいぐろが阿翁浦港で開催されま

す。皆様にもご来場いただきたいと思います。もしよろしければ船にも乗って

いただきたいなと。 

今、報道関係者に案内を出すように準備をしております。本年度より新規採

用で文化財課に所属となりました職員が阿翁浦地区出身なので乗る予定だとい

うことです。 

他にありませんか。なければ次に教育長提出案件の審議に移ります。日程第

４ 議案第７号「松浦市地域学校協働活動推進員の委嘱について」を議題とい

たします。 

６ページをお願いいたします。日程第４ 議案第７号 松浦市地域学校協働

活動推進員の委嘱について、松浦市地域学校協働活動推進員設置要綱第２条及

び第３条の規定により、別紙のとおり委嘱したいので、教育委員会の議決を求

めるものでございます。７ページに推進委員名簿（案）を提示しております。

お名前を敬称略で読み上げさせていただきます。石井英治（上志佐小学校

区）、渡邊貴久（福島養源小学校・福島中学校区）、木山智明（鷹島小学校・

鷹島中学校区）、藤田英俊（調川小学校・調川中学校区）、早田伸次（今福小

学校・今福中学校区）でございます。任期ですが、委嘱の日から当該年度の翌

年度末日までで、令和６年４月２４日から令和８年３月３１日までとしており

ます。説明は以上です。 

説明が終わりましたが、このことについて何かご質問等はございませんでし

ょうか。なければ、日程第４ 議案第７号について採決いたします。提案の通

り決することでよろしいでしょうか。 

【異議無し】 

異議なしと認め、日程第４ 議案第７号については、提案のとおり可決され

ました。続いて、日程第５ 議案第８号「松浦市文化財保護審議会委員の委嘱

について」を議題といたします。 

議案第８号 松浦市文化財保護審議会委員の委嘱について、ご説明いたしま

す。松浦市文化財保護条例第１７条第２項の規定により、次のページのとおり

に委嘱したいので、教育委員会の議決を求めるものでございます。９ページを

お願いいたします。令和６年度・７年度の委員名簿でございます。前期・令和

４・５年度は９名でございました。１０番久家孝史氏を新たに追加しておりま

す。平戸にあります松浦史料博物館の学芸員でございまして、より専門的知識

をもった方に委員となっていただくこととしております。他の方々は前任から

引き続きお願いをするということでございます。以上で説明を終わります、ご

審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて何かご質問等はございませんでし

ょうか。なければ、日程第５ 議案第８号について採決いたします。提案の通

り決することでよろしいでしょうか。 

【異議無し】 

異議なしと認め、日程第５ 議案第８号については、提案のとおり可決され

ました。続いて、日程第６ 報告「松浦市立学校歯科医の委嘱について」を議

題といたします。 

資料１０ページをお願いいたします。報告 松浦市立学校歯科医の委嘱につ

いて、下記のとおり委嘱いたしましたので、報告をいたします。学校名は鷹島
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文化財課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

小学校、鷹島中学校の学校歯科医でございます。委嘱年月日は令和６年４月１

日、歯科医師の道山妥洋先生でございます。前任の鷹島歯科診療所の武藤尊和

先生には合併前から３０年以上長きにわたって検診等にご協力いただきまし

た。令和６年３月３１日をもって、鷹島歯科診療所が廃止されるということで

退任されることになり、後任を歯科医師会に相談したところ、道山先生をご推

薦いただいたという経緯でございます。以上、ご報告いたします。 

説明が終わりましたが、ご質問等はありませんでしょうか。 

【質疑なし、了承】 

続きまして、日程第７ 報告「省令主任の任命に関する発令について」を議

題といたします。 

１１ページをお開きください。報告 省令主任の任命に関する発令につい

て、このことについて、次のページにありますとおり発令をいたしましたの

で、報告するものでございます。１２ページをお開きください。市内の小中学

校の教務主任、そのほか省令主任と呼ばれる主任をそれぞれ任命しております

ので報告させていただきます。小中併せて８３名となっております。よろしく

ご審議方お願いいたします。以上です。 

ただいま報告がありましたが、何か質問等はありませんでしょうか。 

【質問なし、了承】 

続きまして、日程第８ 報告「松浦市スポーツ推進委員の委嘱について」を

議題といたします。 

１３ページをお願いいたします。松浦市スポーツ推進委員の委嘱について、

標記につきまして、松浦市スポーツ推進委員規則第３条の規定により、別紙の

とおり委嘱したので報告をするものでございます。１４ページに名簿を載せて

おります。まず松浦地区が１５人、福島地区が１０人、鷹島地区が９人でござ

います。この規則の第３条でございますが、委員の定数は３５人以内とし、教

育委員会が委嘱するとしておりまして、松浦地区は１６人を想定しておりまし

たが、１人欠員として１５人となっております。説明は以上です、よろしくお

願いいたします。 

ただいま報告がありましたが、何か質問等はありませんでしょうか。 

【質問なし、了承】 

続きまして、日程第９ 報告「松浦市少年補導委員の登録について」を議題

といたします。 

１５ページをお願いいたします。松浦市少年補導委員の登録について、標記

につきまして、松浦市少年センター運営規則第５条第２項の規定により、別紙

のとおり登録をいたしましたので、ご報告をするものでございます。１６ペー

ジ、１７ページに名簿を掲載しております。任期が令和６年４月１日から８年

の３月３１日まで。御厨地区が８人、星鹿地区が４人、志佐地区が６人、調川

地区が４人、今福地区が５人、福島地区は前年度が７人でしたが、１名減とな

りまして６人、鷹島地区が４人でございます、よろしくお願いいたします。 

ただいま報告がありましたが、何か質問等はありませんでしょうか。 

【質問なし、了承】 

続きまして、日程第１０ 報告「松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会委員の

委嘱について」を議題といたします。 

１８ページをお願いいたします。報告 松浦市鷹島海底遺跡調査指導員会委

員の委嘱につきましてご説明いたします。このことにつきまして、松浦市鷹島

海底遺跡調査指導委員会設置要綱第３条第２項の規定により、別紙のとおり委

嘱したので報告するものです。１９ページをお願いいたします。名簿でござい

ます。任期は令和６年４月１日から令和８年３月３１日までとなっておりま

す。委員の方々は池田教授を始め、全員再任とさせていただくものでございま

す。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

ただいま報告がありましたが、何か質問等はありませんでしょうか。 
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【質問なし、了承】 

続きまして、日程第１１ 報告「専決処分の承認について」を議題といたし

ます。 

２０ページをお願いします。専決処分の承認について、映画「オレンジ・ラ

ンプ」松浦上映の後援につきまして、松浦市教育委員会共催・後援等取扱い要

領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したので、これを報告し承

認を求めるものでございます。２１ページが後援の申請でございます。申請者

は、認知症の人と家族の会長崎支部松浦地区会、松浦市認知症の人と家族の会

「折り梅カフェ」、代表者が萩原さん、主催者団体名が先ほども申しました松

浦市認知症と家族の会「折り梅カフェ」、事業名が、映画「オレンジ・ラン

プ」松浦市上映、日程が６月２８日に２回、７月１９日、２３日にそれぞれ１

回開催されます。会場ですが、最初の上映が松浦市文化会館、２回目が福島保

健センター、３回目が鷹島開発総合センターとなっております。事業の内容で

ございますけれど、若年性アルツハイマー型認知症の当事者とその家族をモデ

ルとした映画となっておりまして、上映とともに、若年性アルツハイマー認知

症に関する周知、介護者の相談ブース設置となっています。入場料が一般・シ

ニア・大学生の前売りが１，２００円、当日が１，５００円、小中高生が８０

０円となっております。２２ページと２３ページが映画の内容でございます。

この事業に関しては、平成２６年、同じ主催者で同様の内容となりますが、

「ペコロスの母に会いに行く」という映画がございましたが、教育委員会の推

薦を受けておりましたので、今回も専決をさせていただき、報告いたしまし

た。ご審議方よろしくお願いいたします。 

ただいまの報告について、何か質問等はありませんでしょうか。 

実際に、この「オレンジ・ランプ」を観た方から、すごく良かったよという

話を聞いているので観に行こうかと思っているのですけれど、チケットの取り

扱い場所をポスターとかで見た時に、福島保健センター、折り梅カフェ、長寿

介護課内の地域包括支援センターと書いてあったのですけれど、鷹島でも上映

されるのですよね、鷹島でのチケットの取り扱い場所はあるのかなと思ったの

ですが。 

所管の長寿介護課に確認したところ、鷹島内での取り扱いはありませんが、

事前に長寿介護課等に電話等で予約をしていただければ、当日料金ではなく前

売り料金で入場できるそうです。 

他にありませんでしょうか。 

【なし、承認】 

続きまして、本日配布いたしました追加案件について審議をお願いしたいと

思います。日程第１３ 報告「松浦市社会教育委員の任命について」を議題と

いたします。 

追加資料２ページをお願いいたします。報告 松浦市社会教育委員の任命に

ついて、標記の件につきまして、松浦市社会教育委員条例第２条第１項の規定

に基づき、下記のとおり任命したので報告するものでございます。氏名が山田

崇暁、松浦市立鷹島中学校長でございます。任期が令和６年４月１日から令和

７年５月３１日までということで、それまで就任していただいていた福島中学

校久松校長先生が異動されましたので、残任期間ということでございます。校

長会からの選出、決定を待ってからということで今回の報告となったところで

ございます。説明は以上です。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、了承】 

 続いて、日程第１４ 報告「松浦市いじめ問題対策委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。 

追加資料３ページをお開きください。報告 松浦市いじめ問題対策委員会委
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員の委嘱について、松浦市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第６条の規定

により、別紙のとおり委嘱いたしましたので、報告するものでございます。４

ページをお開きください。委員名簿でございます。この方々を委嘱させていた

だきたいと思います。以上でございます、よろしくご審議方お願いいたしま

す。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、了承】 

続いて、日程第１５ 報告「学校評議員の委嘱について」を議題といたしま

す。 

追加資料５ページをお開きください。報告 学校評議員の委嘱について、松

浦市立小中学校管理規則第３０条第２項の規定により、別紙のとおり委嘱しま

したので、報告するものでございます。６ページをお開きください。学校評議

員として、それぞれの各小中学校に評議員を置いております。なお、斜線が入

っている上志佐、調川、今福、福島養源、鷹島の各小学校、中学校は調川、今

福、福島、鷹島。これらについては、下の欄外にありますとおり、学校運営協

議会、いわゆるコミュニティスクールとして動いておりますので、学校評議員

を置かないという形になります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

この松浦市立小中学校管理規則第３０条には、５人以内の学校評議員を置く

ことができる、となっておりますが、志佐小学校に６名いらっしゃるのはどう

してですか。 

５人が６人となっている経緯は確認がとれておりませんが、推薦が挙がって

いて、この６人の必要性はあると認識しております。しかしながら規則上５人

以内となっておりますので、今回は志佐小を除いてご検討いただけたらと思い

ます。大変申し訳ありませんした。 

いま学校教育課長からありました通り、志佐小を除く学校についてご審議を

お願いします。志佐小を除く学校については、了承するという事でよろしいで

しょうか。 

【了承】 

志佐小については、また次回に報告ということでよろしいですか。 

次回に改めてお願いします。 

続いて、日程第１６ 報告「松浦市学校運営協議会委員の委嘱及び任命につ

いて」を議題といたします。 

７ページをお開きください。報告 松浦市学校運営協議会委員の委嘱及び任

命について、松浦市学校運営協議会規則第４条の規定により、別紙のとおり委

嘱及び任命いたしましたので、報告するものでございます。８ページをお開き

ください。先ほどの学校評議員を置いていない学校については、既にコミュニ

ティスクールとして学校運営協議会を発足しております。それぞれの小中学校

において、学校運営協議会委員は１５人までとなっており、一覧表のとおりで

ございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

各小中学校校区の中で、委員に校長先生が入られているところ、入られてい

ないところがありますが、これはよろしいことなのですか。 

校長を必ず入れなければいけないという取り決めもありませんし、除くとい

う取り決めもありませんので、それぞれの校区で話し合われた結果であると認

識しております。 

他にありませんでしょうか。 

【なし 了承】 
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続いて、日程第１７ 協議 「「表現者の祭典かっちぇる祭２０２４」の後

援について」を議題といたします。 

９ページをお願いいたします。「表現者の祭典かっちぇる祭２０２４」の後

援について、標記の件につきまして、松浦市教育委員会共催・後援等取扱要領

の規定に基づき、協議をお願いするものでございます。１０ページをお願いい

たします。共催の申請でございます。申請者が劇団 HAGUMI、代表者が久保裕樹

さんでございます。主催者団体名が、劇団 HAGUMI かっちぇる祭実行委員会、

事業名が表現者の祭典かっちぇる祭２０２４、期日が令和６年１０月１３日と

１４日の２日間、会場が市の文化会館でございます。事業の趣旨は、文化芸術

の振興と地域経済の活性を目的とする。１１ページに事業概要がございます。

３項目目の目的ですが、①松浦市内及び県北地域における表現者の活躍の場の

創出。②未成年芸術家の活躍の場の創出とそれらを応援する雰囲気の醸成。③

様々なジャンルの舞台芸術に触れる機会の創出。④マルシェや作品展示会を同

時に開催することでより充実した空間を提供するとともに、文化芸術の振興と

地域経済の活性を目指す。⑤これらを通して松浦市に対しての誇りと郷土愛の

醸成を目指すとなっております。会場ですけれども、市文化会館のゆめホール

（舞台公演）、小ホール（マルシェ、ワークショップ）ロビー（書道や絵画な

どアート作品の展示）となっております。８項目目の入場料ですが、大人、高

校生、中学生以下という分類で、大人の１日間フリーパスが当日２，５００

円、前売り２，０００円、２日間フリーパスが当日４，０００円、前売り３，

０００円、高校生が１日間当日１，０００円、前売り５００円、２日間当日

２，０００円、前売り１，０００円、中学生以下は無料となっております。昨

年度はプレ大会の後援申請をいただき、教育委員会で後援決定をしておりまし

た。今回が本公演ということで再度後援依頼があっているところでございま

す。説明は以上です。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。今年の参加団体はどうなっていますか。 

１９団体とありますけれど、まだ確定というわけではありません。ある程度

までは出演交渉をされているそうです。去年出演されている団体はほぼ今年度

も出演される予定です。たとえば、未成年芸術家とありますけれど、松浦出身

の大学生などにお声掛けしているというような交渉をされているそうです。 

去年も２日間の開催でしたね。２日間のフリーパスはなかったですよね。 

去年、２日間フリーパスはなかったですね。どちらか１日間です。 

前売りの販売は文化会館ですか。 

去年はネット販売をされておりました。同じようになると思います。 

去年も中学生以下は無料でしたか。 

無料でした。 

他にありませんでしょうか。 

【なし、承認】 

 続いて、日程第１８ 協議 「「パパ・ママが学ぶ「お金の小学校」」の後

援について」を議題といたします。 

１２ページをお願いします。パパ・ママが学ぶ「お金の小学校」の後援につ

いて、標記の件につきまして、松浦市教育委員会共催・後援等取扱い要領の規

定に基づき、協議をお願いするものでございます。１３ページに後援の申請書

を添付しております。申請者が株式会社 Lead、代表者が永吉さん、あとの日程

第１９、親子ワークショップの申請者と同一でございます。この会社自体は、

金融に対する資産運用などを教えるという事業をされております。事業の期日

ですけれど、令和６年６月１４日から７年２月２４日までで、合計４回、1 回

目が６月１４日～１７日、２回目が９月２０日～２３日、３回目が１１月２９

日～１２月２日、４回目が２月２１日～２４日ということでございます。会場

については、基本はオンライン開催で、希望者については佐世保にある事業所
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で開催ということになっております。事業の趣旨ですけれど、現在キッズマネ

ースクールを開校して子どもたちや子育て世代の親に、これから生き抜くため

の情報提供を行う中で、継続してお金について学びたいという声が多く、親御

さんが学べるように２回の通学制としたお金の小学校を開校。親子間での金銭

教育に協力していきたいということで、気軽に参加できる、オンラインでの開

催を基本として、希望者はリアル開催をできるということでございます。事業

の内容ですけれども、子育て世代の親を対象に、国も推奨している金融リテラ

シー向上の一環として親子間での金銭教育に協力していきたいと考えている。

内容は３大支出についてと、国が勧める運用について。２回目に希望者のみ運

用の商品の中身について説明するとなっています。他の自治体の後援状況です

が、佐世保と平戸の教育委員会が記載されていますが、平戸市教育委員会は後

援が確定していて、佐世保市は申請中ということです。参加料につきましては

０円となっております。去年も平戸市と佐世保市は後援の決定をしているとい

うことです。１４ページは６月に開催される内容のチラシでございます。中ほ

どに代表の永吉さんの写真がありますけれど、IFA として子育て世帯のお金の

先生として活動中で、この方が事業の講師となります。IFA というのは「資産

アドバイザー」、資産運用、投資信託についてのアドバイスをしている。ファ

イナンシャルプランナーの資格をお持ちで、これらの内容について講義を行う

ということでございます。「三大支出について」と説明をしましたけれど、住

宅費、教育費、老後の生活資金、これらの内容について、それから子どものお

こづかい、そういったものの内容、講義を親御さん向けに行っていくというこ

とでございます。この内容をどうやって広報するかというところですけれど、

学校にご判断をしてもらい、子どもさんを通じてご案内をしていく、また、ネ

ットの方でもご案内、予約を受けると説明を受けました。以上です。よろしく

ご審議賜りますようお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、承認】 

続いて、日程第１９ 報告 「専決処分の承認について」を議題といたしま

す。 

１５ページです。専決処分の承認について、「小学生のためのお金の教室 

親子ワークショップ」の後援について、松浦市教育委員会共催・後援等取扱い

要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したので、これを報告し

承認を求めるものでございます。１６ページに申請書を添付しておりますが、

先ほど申しました通り、同じ申請者でございます。大会・事業の名称ですが、

小学生のためのお金の教室 親子ワークショップ、昨年も同様の内容で後援の

申請がございましたので、後援の決定をしているものでございます。期日が令

和６年７月１４日から令和７年３月３０日までの間に記載している期日、計５

回の開催となっております。会場は平戸市の北部公民館で行われます。事業の

趣旨が、キッズマネースクール・パパママが学ぶお金の小学校などを教育委員

会の後援を取得させていただき開催しているということで、平戸市や佐世保市

教育委員会が５年度も後援しております。１７ページに７月１４日、８月４日

に開催されるチラシを載せております。対象者は小学１年生～６年生と、その

保護者、参加料は無料、定員が各会１０組です。講師は F 学キッズ認定講師、

キャリアカウンセラーで、代表の永吉さんが担当されます。F 学というのは、

株式会社 F という組織を作っておられまして、金融業界の社員向け研修を行う

学校、その学校で学んだ金融のプロの方たちが講師となって、F 学キッズとい

う名称で子供たちに学習をしていくということです。やり方としては仮のお店

を作って、実際の商売のやり方をしていくというような学び方、講義の仕方と

いうふうに伺っております。説明は以上です。ご審議賜りますよう宜しくお願

いいたします。 
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説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、承認】 

（休憩 １０分） 

再開いたします。日程第２０ 報告 「専決処分の承認について」を議題と

いたします。 

１８ページをお願いいたします。専決処分の承認について、「まるごと一日

お楽しみ DAY！２０２４」の後援について、松浦市教育委員会共催・後援等取

扱い要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したので、これを報

告し、承認を求めるものでございます。１９ページが後援の申請書でございま

す。申請者が、松浦市文化会館、事業等の名称は、先ほど申しました通りでご

ざいます。期日が６年７月２８日日曜日の一日間、会場は文化会館全館を使っ

て行われます。事業の趣旨ですが、会館利用者の発表の場の提供と、会館認知

度の向上、賑わい創出ということでございます。事業の内容は、利用者の発

表、活動 PR、地元事業者を中心とした店舗の出店となっております。後援は松

浦市を予定しております。入場料は無料となっております。２０ページから２

４ページまでに関係資料を添付しております。毎年開催をされておりまして、

恒例の内容となっております。説明は以上です、よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、承認】 

続いて、日程第２１ 報告 「専決処分の承認について」を議題といたしま

す。 

２５ページをお願いいたします。専決処分の承認について、「第６回松浦さ

つき杯高校ソフトテニス選手権大会」の後援について、松浦市教育委員会共

催・後援等取扱い要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、これを報告し承認を求めるものでございます。２６ページ、後援の申請書

です。申請者は松浦市ソフトテニス連盟会長、鈴木治さんでございます。事業

名称が、第６回松浦さつき杯高校ソフトテニス選手権大会、期日は、男子の部

が令和６年５月１１日土曜日、予備日が１２日日曜日。女子の部が５月１８日

土曜日、予備日が１９日日曜日です。会場が市民運動公園テニスコートです。

事業の趣旨としては、地域間交流をはじめ、ソフトテニスの競技力向上及び競

技人口の拡大、並びに有為の人材育成を手助けする社会体育の場とすることを

目的とする、ということです。入場料等は無料でございます。２７ページが大

会の要綱となっております。説明は以上です、よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

松浦高校は今年から体育祭が９月から変更になり、５月１１日が体育祭なの

ですが、私から事務局には話したのですけれど、重複がわかっていても取り下

げ等はないのですか。女子は一週間後なので大丈夫でしょうけれども。 

特にそういった連絡等はないですね。 

他に質問等はありませんでしょうか。 

【なし、承認】 

続いて、日程第２２ 報告 「専決処分の承認について」を議題といたしま

す。 

２８ページをお願いいたします。専決処分の承認について、「第７４回西九

州小中学生書道大会」の後援について、松浦市教育委員会共催・後援等取扱い

要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したので、これを報告

し、承認を求めるものでございます。２９ページが後援の申請書でございまし

て、申請者は株式会社長崎新聞文化ホールでございます。大会の趣旨・内容で

ございますけれど、小中学生の正しい書写技能の向上と教育振興を目的とす
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る。期日が５月１５日～１１月１６日で、県下１３市の教育委員会に後援申請

中でございまして、県内外の小中学生２８５０名が参加をされる見込みとなっ

ております。出品料が１名６００円となっております。３０ページが大会実施

要綱でございます。これも毎年開催されており、後援もしておりました。賞名

に松浦市長賞も１名予定しているものでございます。３１ページがこの大会の

収支予算（案）を掲載しております、説明は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

説明が終わりましたが、このことについて、何かご質問等はありませんでし

ょうか。 

【質疑なし、承認】 

続いて、日程第１２ その他にうつります。まず、委員の皆様方から何かご

ざいますか。なければ事務局からお願いします。 

 ５月定例会の日程についてですが、事務局案として、５月２１日火曜日の１

４時からといたしたいと思いますがいかがでしょうか。また、６月５日水曜日

１４時に総合教育会議を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 【了承】 

 

以上をもちまして、令和６年４月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 
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